
介護保険法（平成 9年 12月 17日法律第 123号）抜粋 
 
第 8条 
 ２ この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅（老人福祉法（昭和 38 年法律第

133号）第 20条の 6に規定する軽費老人ホーム、同法第 29条第 1項に規定する有料老人ホーム（第
11 項及び第 19 項において「有料老人ホーム」という。）その他の厚生労働省令で定める施設にお
ける居室を含む。以下同じ。）において介護を受けるもの（以下「居宅要介護者」という。）につい

て、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等

の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの（夜間対応型訪問介護に該

当するものを除く。）をいう。  
第 8条の２ 
２ この法律において「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるも

の（以下「居宅要支援者」という。）について、その者の居宅において、その介護予防（身体上又

は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しく

は一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止を

いう。以下同じ。）を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定め

る期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労

働省令で定めるものをいう。 


